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公 告 

 

入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和３年11月16日 

                                 契約担当者 

 兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 入札に付する事項 

 (1) 工事名 

   兵庫県立総合衛生学院建築工事（以下「本件工事」という｡） 

 (2) 工事場所 

   神戸市長田区腕塚町五丁目５番１ 

 (3) 工事概要 

  ア 建築工事    鉄骨造９階建 延べ面積12,415.51平方メートル 

イ 屋外付帯工事   雨水排水工事、植栽工事、駐車場整備工事一式 

 (4) 工期 

   令和５年７月28日限り 

 (5) 電子入札の実施 

   本件入札に係る入札参加申込み及び入札書の提出は、契約担当者の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下同じ｡）と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織（調達業務を実施するためのもの。以下「電子入札システム」という｡）を使用して行う。 

   なお、紙による入札参加申込み又は紙による入札を希望する者は、契約担当者の承認を得て、紙によ

る入札参加申込み及び入札を行うことができる。 

 (6) 技術提案の受付 

本件工事は、本契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の適用工事である。 

２ 応募方法 

  特別共同企業体による。 

３ 入札参加資格 

本件工事の入札に参加することができる資格を有する者は、一般競争入札等に参加する者に必要な資格

等（昭和41年兵庫県告示第149号）に基づく兵庫県の建設工事に係る入札参加資格を取得している者又は

開札時までに入札参加資格を取得した者で、次に掲げるいずれの要件も満たすものとする。 

  なお、入札参加資格の確認は、下記６(1)に定める入札参加申込書及び入札参加資格確認資料の提出期

間の最終日（以下「申込期限日」という。）を基準日とする。 

 (1) 特別共同企業体の構成員の資格要件 

  ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく兵庫県の入札参加資格制限

基準による入札参加の資格制限（以下「入札参加資格制限」という｡）に該当しないこと。 

  イ 建設業法（昭和24年法律第100号）の規定による建築工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

  ウ 兵庫県の建設工事の一般競争入札参加資格を取得しており、その工種が建築一式工事であること。 

  エ 建設業法の規定による総合評定値通知書（以下「総合評定値通知書」という｡）の有効期間が本契

約締結予定日（令和４年３月中旬・議決日以降）まであること。 

    なお、申込期限日においては有効な総合評定値通知書を有するが、その総合評定値通知書の有効期

間が本契約締結予定日までに失効する場合は、開札後の総合評定値通知書の確認日において本契約締
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結予定日まで有効な総合評定値通知書を有していること。 

  オ 建設業法の規定による建築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評定値（Ｐ）が、代表構成員に

あっては1,200点以上、その他の構成員にあっては1,000点以上であること。 

  カ 平成18年度以降に、代表構成員にあっては１棟又は同時施工で２棟以上の合計の延べ面積が9,900

平方メートル以上の鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、かつ、地上７階建

以上の建築物の新築、改築又は増築工事を、その他の構成員にあっては１棟又は同時施工で２棟以上

の合計の延べ面積が4,900平方メートル以上の鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリー

ト造で、かつ、地上３階建以上の建築物の新築、改築又は増築工事を、それぞれ元請（共同企業体の

構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る｡）として完成した施工実

績（工事が完成し、その引渡しが完了したもの）を有すること。 

  キ 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止（以下「指名停止」という｡）を受けていないこと。 

  ク 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法

律第172号）に基づくものを含む｡）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立て（以下「会社更生法に基づく更生手続開始の申立て等」という｡）がなされていないこと（た

だし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、契約担当者が経営状況等を

勘案して入札参加資格を認めることができる｡）。 

  ケ 本件工事に係る設計業務等の受託者でなく、また、次に掲げる(ｲ)又は(ｳ)に該当しないこと。 

   (ｱ) 本件工事に係る設計業務等の受託者 株式会社内藤建築事務所 

   (ｲ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の100分の50を

超える出資をしている者 

   (ｳ) 代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者   

 (2) 特別共同企業体の資格要件 

  ア 特別共同企業体の構成員は３者とし、それぞれの出資比率が20パーセント以上であること。 

    また、各構成員が、兵庫県建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱に定める資本関係又は人的関係

にある者（関係する会社）にないこと。 

  イ 特別共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であること。 

    また、出資比率は構成員中最大であること。施工能力の判定は、原則として建設業法の規定による

当該工種に係る経営事項審査結果の総合評定値（Ｐ）の点数が大きい者とする。 

    なお、その総合評定値（Ｐ）の格差が僅少であることにより両者の施工能力が近接していると合理

的に判断される場合にあっては、本件工事の施工に特殊技能等を必要とする場合のほかは、構成員の

自主的な評価によって決定することができる。 

  ウ 特別共同企業体の結成方法は、自主結成とし、本件入札に関して入札参加申込みを行った他の特別

共同企業体の構成員を兼ねていないこと。 

  エ 特別共同企業体の構成員の一部が、入札参加申込締切後に会社更生法に基づく更生手続開始の申立

て等がなされたこと又は入札参加資格制限に該当したこと若しくは指名停止を受けたこと（以下「倒

産等」という。）により、その企業体の構成員の資格を失った場合においては、令和３年12月27日（月）

までの間、その企業体の残存構成員は、資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上で、新たな

特別共同企業体を結成し、入札参加の申込みを行うことができ、新たな入札参加申込者が入札日まで

に入札参加資格の確認を受けたときは、入札に参加することができる。 

  オ 特別共同企業体の全ての構成員は、本件工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を

有する主任技術者を本件工事に専任で配置すること。 

 (3) 配置技術者の要件 

  ア 次に掲げる基準を満たし、かつ、建設業法の規定による建築工事業の監理技術者資格者証及び監理

技術者講習修了証を有する監理技術者を本件工事に専任で配置できること。 

ただし、申込期限日に他の工事に従事している場合は、誓約書の提出により本契約締結の前日まで

専任性の確認を猶予することとし、他の工事の終了後改めて確認する。 

また、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加申込日以前に３か月以上の雇用

関係）がある者であって、かつ、建設業法に規定する営業所における専任技術者でないこと。 

なお、監理技術者については、代表構成員が配置すること。 

   (ｱ) １級建築士又は１級建築施工管理技士の資格を有すること。 

   (ｲ) 平成18年度以降に、１棟又は同時施工で２棟以上の合計の延べ面積が9,900平方メートル以上の

鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、かつ、地上７階建以上の建築物の新

築、改築又は増築工事の施工経験を有すること。 

  イ 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したこ

とにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、入札参加申

込みをした者は、直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。 

    また、本件工事が落札候補者となった最初の工事である場合は、その他の工事については本件工事

の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。 



令和３年11月16日 火曜日   兵 庫 県 公 報           号  外 

3 

    なお、本件工事より先に他の工事の落札候補者となったときは、本件工事については他の工事の落

札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。 

  ウ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、本件工事現場に専任で配置す

ること。 

   なお、契約工期中は、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合を除いて、当

該配置技術者を変更することを認めない。 

 (4) 現場代理人の要件 

ア 建設工事請負契約書第10条第１項第１号に規定する現場代理人を適正に配置できること。 

また、現場代理人は、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加申込日以前に３か月以上

の雇用関係）がある者であること。 

なお、現場代理人については、代表構成員が配置すること。 

イ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した現場代理人を、本件工事現場に常駐で配置するこ

と。ただし、発注者の承諾を得た場合は、常駐義務を緩和することができる。 

  なお、申込期限日に他の工事に従事している場合は、本契約締結の前日までに他工事の終了を確認

する。 

４ 契約条項等を示す期間及び場所 

  建設工事請負契約書等及び７(5)ケで提出を求める誓約書については、次のとおり閲覧に供する。 

 (1) 閲覧期間 

   令和３年11月16日（火）から令和４年１月５日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日等、兵庫県の休

日を定める条例（平成元年兵庫県条例第15号）に定める県の休日を除く｡） 

   毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く｡） 

 (2) 閲覧場所（公告事務を担当する事務所、問合せ先） 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

   兵庫県県土整備部県土企画局契約管理課 

   電話（078）341－7711 内線4340、4365 

５ 入札説明書及び入札参加資格確認資料並びに誓約書及び設計図書の交付 

 (1) 交付期間 

  ア 入札説明書及び入札参加資格確認資料 

    令和３年11月16日（火）から同月26日（金）まで 

  イ 誓約書及び設計図書（仕様書、設計書及び図面をいう。以下同じ。） 

    令和３年11月16日（火）から令和４年１月５日（水）まで 

 (2) 交付方法 

   兵庫県のホームページ（http://web.pref.hyogo.lg.jp/）に掲示して様式等を提供する。 

   なお、様式等は、兵庫県ホームページの「入札・公売情報」→「入札・公売情報」の中の「入札情報

サービス」（https://www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html）（以下「入札情報サービス」

という｡）→「入札公告」→「検索」→本件工事の「工事名称」→「公告文書等」の中の「Download」

順にクリックして各画面を開き、ダウンロードを行い保存することにより取得すること。 

６ 入札参加の手続 

  本件工事の入札参加を希望する者は、入札参加申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」と

いう。）を次に定めるところにより提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

 (1) 提出期間 

   令和３年11月16日（火）から同月26日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日等、兵庫県の休日を定め

る条例に定める県の休日を除く。） 

   毎日午前９時から午後４時まで（入札参加資格確認資料の提出については、正午から午後１時までを

除く｡） 

 (2) 提出方法 

  ア 入札参加申込書は、電子入札システムを使用して送信する。 

    なお、入札参加申込みを有効に行うためには、入札参加申込書の情報が、提出期間中に、契約担当

者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイル（以下「電子計算機ファイル」という｡）

に記録されなければならない。 

    また、入札参加申込書を送信した者は、証拠として参加申込書受信確認通知を保管しておくこと。 

  イ 入札参加の申込みに使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第

102号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行したもので、かつ、特別共同

企業体の代表構成員の兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」という｡）

に登載された代表者又は受任者の名義で取得して、そのＩＣカードの情報を兵庫県の電子入札システ

ムに登録したものとする。 

  ウ 入札参加資格確認資料は、上記４(2)の場所に持参する。 

７ 入札手続等 
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 (1) 入札期間 

   令和４年１月６日（木）及び同月７日（金）午前９時から午後５時まで（令和４年１月７日（金）は

正午まで） 

 (2) 開札日時 

   令和４年１月11日（火）午前10時 

 (3) 入札方法等 

  ア 入札書に必要な事項を入力し、電子入札システムを使用して送信すること。 

  イ 第１回目の入札金額に対応した工事費内訳書（金抜設計書の全ての項目について確認できるもの）

については、入札説明書10(3)イの方法により電子入札システム若しくは持参又は郵送により提出す

ること。 

 (4) 入札保証金及び契約保証金 

   要 

 (5) 入札に関する条件 

  ア 入札金額その他入力が必要な事項についての情報並びに入札者の電子署名及び当該電子署名に係

る電子証明書が、電子計算機ファイルに所定の入札期間内に記録されること。 

  イ 所定の額の入札保証金が納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む｡）されていること。 

  ウ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  エ 電子計算機ファイルに記録されるべきものが分明であること。 

  オ 入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる１件ごとの総価格とすること。 

    なお、落札決定に当たっては、入力された金額に100分の10に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の110分の100に相当する金額を入力すること。ただし、特に指示したときは、この限りではない。 

  カ 入札に使用したＩＣカードが、入札参加資格者名簿に登載された代表者又は受任者が取得したもの

であり、かつ、やむを得ない事由があると契約担当者が認めた場合を除き、入札参加の申込みに使用

した名義人のものであること。 

  キ 所定の方法で所定の日時までに、第１回目の入札金額に対応した工事費内訳書（金抜設計書の全て

の項目について確認できるもの）を提出すること。 

  ク 再度の入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において上記イからカまでの条件に違反し無効となった入札者のうちウに違反し無

効となったもの以外の者 

  ケ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札決定後、直ちに落札

者が暴力団でないこと等についての誓約書、落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労

働条件を確保するための誓約書及び落札者が社会保険関係法令の遵守を徹底するための社会保険等

加入対策に関する誓約書を提出すること。 

 (6) 無効とする入札 

  ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効と

する。 

  イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のし

た入札であっても無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者の入札は無効とする。 

  エ ＩＣカードを不正に使用した入札は無効とする。 

  オ 下記９(4)エにより技術者を追加して配置しなければならない場合において、必要な技術者を追加

して専任で配置できない者のした入札は無効とする。 

カ 別紙、入札説明書10(4)イで定められた額の契約保証金を納付することができない者の入札は無効

とする。 

 (7) 落札者の決定方法 

  ア 財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲

内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正

な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者としな

いことがある。 

  イ 地方自治法施行令第167条の10第１項の規定に基づき低入札価格調査基準価格（以下「調査基準価

格」という。）を設けているので、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、落札決定を保留

して個別の入札価格を調査し、当該価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行が
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なされないおそれがあるか否かを審査の上、落札者を決定する。 

    なお、調査の対象となった者は、この調査に協力すること。 

  ウ 申込期限日においては有効な総合評定値通知書を有するが、その総合評定値通知書の有効期間が本

契約締結予定日までに失効するため入札参加資格の確認を保留している場合は、落札決定を保留して

本契約締結予定日まで有効な総合評定値通知書により入札参加資格を確認の上、落札者を決定する。

ただし、入札参加資格の確認ができない場合は、その者を落札者としない。 

  エ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちにくじ引きを実施して落札者を決

定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

  オ 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消す。 

 (8) 契約の締結 

  ア 落札者が暴力団でないこと等の誓約書、落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働

条件を確保するための誓約書及び落札者が社会保険関係法令の遵守を徹底するための社会保険等加

入対策に関する誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直ちに当該誓約

書を提出すること。 

  イ 工事請負契約の締結に当たっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定

に基づき議会の議決を要するので、落札決定の日から７日以内に、兵庫県が作成した建設工事請負契

約書により仮契約を締結し、議会の議決を経た後、本契約を締結する。 

  ウ 落札決定後、議会の議決までの間に、落札者である特別共同企業体の構成員が倒産等となった場合

は、仮契約を締結せず、仮契約を締結しているときは仮契約を解除する。ただし、落札者が、資格を

失った構成員を除いて特別共同企業体協定書を変更して、その協定書を議案の上程日の前日までに提

出し、変更後の特別共同企業体の構成員が２者以上となっている場合において、仮契約を締結してい

ないときには仮契約を締結することがあり、仮契約を締結しているときには締結している仮解約を解

除せずに一部変更の仮契約を締結することがある。 

 (9) 支払条件 

  支払条件は、次のとおりとする。 

  ア 年割支払   有 

  イ 前金払    有 

  ウ 中間前金払  有 

  エ 部分払    有 

  オ 中間前金払と部分払の選択該当工事の別  有 

８ 下請負人の健康保険等加入義務等 

 (1) 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第２条第３項に定める建設業者をいい、

当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人としてはな

らない。 

  ア 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

  イ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

  ウ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

(2) (1)の規定にかかわらず、受注者は、次に掲げる下請負人の区分に応じて、次に定める場合は、社会

保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 

ア 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 

次のいずれにも該当する場合 

   (ｱ) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の

特別の事情があると発注者が認める場合 

   (ｲ) 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が(1)に掲げる届出をし、当該事実を

確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を、受注者が発注者に提出した場合 

  イ アに掲げる下請負人以外の下請負人 

次のいずれかに該当する場合 

   (ｱ) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の

特別の事情があると発注者が認める場合 

   (ｲ) 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日（発注者が、受注者にお

いて確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長し

たときは、その延長後の期間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 

(3) 発注者は、受注者が(1)に掲げる届出をしていない社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結した

ときは、この契約を解除することができる。ただし、(2)に規定する場合を除く。 

(4) 受注者は、当該社会保険等未加入建設業者が(2)イに掲げる下請負人である場合において(ｱ)に定める
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特別の事情が認められず、かつ、受注者が(ｲ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発

注者の請求に基づき、違約罰として、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約

の最終の請負代金額の100分の５に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

９ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約を締結した者は、次のア、イを兵庫県に提出すること。 

  ア 本件工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履

行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」という。）を締結する場合において、その契約金額（同

一の者と複数の下請契約等を締結する場合は、その合計金額）が200万円を超えるときには、その相

手方が暴力団でないこと等についての誓約書を提出させ、当該誓約書の写し（「暴力団排除に関する

特約」第３項の規定により下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。） 

  イ 下請契約等及び本件工事に関わる労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

関する法律（昭和60年法律第88号）に規定する労働者派遣契約（以下「労働者派遣契約」という。）

を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の契約を締結する場合は、その合計金額）

が200万円を超えるときには、その相手方から労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提

出させ、当該誓約書の写し（「適正な労働条件等確保特記事項」第２項の規定により下請契約等に定

めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。） 

 (3) (2)の誓約書の写しの提出がない場合には、工事成績評定点を減点する。 

 (4) 調査基準価格を下回った場合の措置 

  ア 調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当

該価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否か

を入札者からの提出資料、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、審査の上、落札決定する。 

  イ なお、その者の入札価格が調査基準価格を下回り、かつ、特別重点調査基準価格（直接工事費につ

いては90パーセント、共通仮設費については70パーセント、現場管理費については90パーセント、一

般管理費については55パーセントをそれぞれ乗じて得た価格を合計したもの）を下回る入札をした者

については、特別重点調査を実施する。 

    また、特別重点調査においては、調査基準価格を下回り、かつ、上記に示す特別重点価格を下回る

入札をした複数の者について並行して調査を行うことがある（詳細は、「低入札価格調査における特

別重点調査について」を参照のこと｡）。 

  ウ 調査基準価格を下回った入札を行った者に対しては、開札後の令和４年１月11日（火）午後５時ま

でに連絡するものとし、資料の提出は令和４年１月18日（火）午後５時までに行うものとする。 

    なお、事情聴取の日時、場所等必要な事項は別途通知する。 

    資料の提出が一部でもない場合、内容に不備がある場合及び事情聴取に応じない場合は、入札に関

する条件に違反した入札として失格とする。 

  エ 調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に、３(3)アに

定める代表構成員が配置する監理技術者の要件と同一の要件（３(3)ア(ｲ)に掲げる施工経験を除く｡）

を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。 

    なお、当該技術者はいずれかの構成員が配置するものとし、施工中、監理技術者を補助し、監理技

術者と同様の職務を行うものとする。 

 (5) 入札参加資格を取得していない者は、兵庫県県土整備部県土企画局契約管理課あて申請し、開札時ま

でに取得することを条件として、契約担当者の入札参加資格確認を受けることができる。 

 (6) 詳細は入札説明書による。 

 (7) 問合せ先 

   上記４(2)に同じ。 

 (8) 入札結果については、落札決定後、兵庫県県土整備部県土企画局契約管理課にて落札決定日の翌日ま

でに公表する。 

   また、契約締結後速やかに、兵庫県ホームページの入札情報サービス（アドレス 

https://www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html）にて公表する。 

10 Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Nature and quantity of the service to be required: 

   Construction of Hyogo School for Health Care Professions  

 (a) Main Building 

    Steel structure, 9 above-ground stories 

    Total area 12,415.51 m2   

(b) Outdoor facilities (Rainwater drainage, planting, and parking lot) 

 (2) Deadline for the submission of tender application forms: 

   16:00 November 26, 2021 

 (3)  Deadline for tender: 
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   12:00 January ７, 2022 

 (4) Contact: 

   Contract Management Division, Policy Planning & Coordination Bureau, 

   Public Works & Development Department, Hyogo Prefectural Government 

   5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

   Tel (078)341-7711 extension 4340 or 4365 
 

病 院 局 公 告 

 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター院内保育所等運営事業者選定に係るプロポーザルの募集公

告 

 公募型プロポーザル方式により、兵庫県立姫路循環器病センターの指定場所において、兵庫県立はりま姫路

総合医療センター院内保育所等を運営する事業者を選定するので、次のとおり公告する。 

  令和３年11月16日 

兵庫県病院事業 契約担当者             

県立姫路循環器病センター院長 木 下 芳 一  

１ 公募内容 

 (1) 件名 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター院内保育所等運営業務委託事業者の選定 

 (2) 概要 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター院内保育所等運営業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方

式により選定する。 

 (3) 施設の概要 

ア 所在地 

姫路市神屋町３丁目264番地 

イ 施設の名称 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター院内保育所 

 (4) 委託期間 

令和４年５月１日から令和７年３月31日まで（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に基づく

長期継続契約） 

ただし、委託者側の予算の減額又は否決があったときは、契約の変更又は解除があり得るものとする。 

なお、これにより受託者に損害が生じた場合、受託者はその損失の補償を委託者に対して請求できない。 

２ 応募資格 

次の要件をすべて満たす事業者に限り、応募することができる。 

 (1) 事業実績等のある者 

ア 近畿府県（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）又は徳島県に本社又は営業所等を

有する法人等であって、保育施設の運営実績が５年以上継続してあること。 

イ 兵庫県内で３箇所以上の病児保育業務も含む院内保育所運営実績を有すること。 

 (2) 許認可等の取得者 

本運営業務に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合においては、これを受けて

いること。 

 (3) 欠格要件に該当しない者 

法人及びその代表者等が次のアからコまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者。 

イ 兵庫県から指名停止措置を受けている者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号から第４号ま

で又は第６号の規定に該当する者 

エ 商法（明治32年法律第48号）に基づく会社整理の申立てまたは通告がなされた者及びその開始命令が

されている者 

オ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者又はできない者 

カ 認可外保育施設指導監督の指針（平成14年７月12日雇児発第0712005号厚生労働省雇用均等・児童家庭
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局長通知）を遵守していない者又はできない者 

キ 国税及び県税を滞納している者 

ク 本公告日から本公告に係る業務の受託候補者の選定の日までの間、法令等に基づく営業停止等の措置

を受けている者 

ケ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号）第５条第１項に規定す

る観察処分を受けた団体に該当する者 

コ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がいる団体 

   (ｱ) 心身の故障により業務を適正に行うことができない者 

   (ｲ) 破産者で復権を得ない者 

   (ｳ) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日

から２年を経過しない者 

   (ｴ) 暴力団の構成員等 

３ 参加手続 

 (1) 事務局 

〒670-0981 姫路市西庄甲520 

   兵庫県立姫路循環器病センター総務部医事企画課 

   電 話 （079）293－3131(代表) 

   E-mail  Himejijyunkanki@pref.hyogo.lg.jp 

 (2) 募集要領の配布 

  ア 配布期間 

    令和３年11月16日（火）から同月30日（火）までの午前９時から午後５時まで 

  イ 配布場所 

    上記(1)の事務局及び兵庫県立姫路循環器病センターホームページ（http://www.hbhc.jp/） 

 (3) 参加申込書及び関係書類 

  ア 参加申込書提出方法 

    募集要領に定める様式により行うこととし、持参又は郵送とする。 

  イ 受付期間 

   令和３年11月30日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで。郵送

の場合は、書留又は信書便とし、受付期間内に必着とする。 

  ウ 提出場所 

    上記(1)に同じ。 

  エ 提出書類 

    募集要領に定めるもの 

 (4) 質問及び回答 

  ア 質問方法 

    令和３年11月22日（月）から同年12月６日（月）までに、募集要領に定める様式により電子メールで

提出すること。 

  イ 回答方法 

    令和３年12月13日（月）午後５時までに、全参加者に対し電子メールにより回答する。 

 (5) 提案書等 

  ア 提案書提出方法 

    募集要領に定める提出書類、様式等により行うこととし、持参又は郵送とする。 

  イ 提出期限 

   令和３年12月27日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで。郵送

の場合は、令和３年12月24日（金）必着とする。 

  ウ 提出場所 

    上記(1)に同じ。 

  エ 提出書類及び資料 

    募集要領に定めるもの   

４ 委託候補者の選定、決定及び通知の方法 
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 (1) 選定方法 

   選定は、「兵庫県立はりま姫路総合医療センター院内保育所等選定プロポーザル審査委員会」（以下「委

員会」という。）において、書類審査及び下記ヒアリングに基づき行う。 

 (2) ヒアリング（プレゼンテーション）の実施 

  ア 日  時  令和４年１月６日（木） 

         実施時間等詳細については、参加者へ別途通知する。 

イ 場  所  兵庫県立姫路循環器病センター内 

ウ 所要時間  １社１時間程度（質疑応答を含む。） 

 (3) 委託候補者の選定方法 

   委員会の選定結果に基づき、委託候補者を決定する。 

 (4) 当選者の通知 

   委託候補者の名称は、参加者全員に対して文書で通知する。 

 (5) 選定後の取扱い 

   委託候補者は、兵庫県立はりま姫路総合医療センターの院内保育所等運営業務委託の受託予定者となる。 

 (6) その他 

   新型コロナウイルス感染症等の影響により、ヒアリングを非対面のWeb形式にて実施する場合がある。 

５ その他 

 (1) 留意事項 

  ア 応募者は参加申込書の提出をもって募集要領の記載内容及び条件を承諾したものとみなす。 

  イ 応募に関する費用は応募者の負担とする。 

  ウ 応募に係る一連の手続及び契約に関する手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び

日本国通貨に限るものとする。 

エ 提出された応募書類の変更はできないものとする。ただし、誤字・脱字等軽微な修正はこの限りでな

い。 

  オ 提出された応募書類は返却しない。 

  カ 次のいずれかに該当する場合は、原則として失格とする。 

   (ｱ) 提出期限を過ぎてから応募書類の提出があった場合 

(ｲ) 応募書類に虚偽の記載があった場合 

(ｳ) 募集要領に違反すると認められた場合 

 (2) 参加に要する費用 

   本プロポーザルに要する費用は、参加者の負担とする。 

 (3) その他 

   詳細は、募集要領による。 


